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　今年もすぐそこまで冬将軍がやってきました。
　町では、早朝の除雪を概ね10�以上の積雪を目安にしています。　　
除雪完了は午前７時を目標にしていますが、状況により作業が長
引く場合もあります。　町民皆さんのご理解をお願いします。
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��＝役場維持管理課・�２３－３１９７

��＝札幌開発建設部当別道路

　　　維持事務所・�２３－２０７４

��＝札幌土木現業所当別出張所

　　　�２３－２２２０
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�前年の太美雪堆積場が、ビトエに変わりました。
　場所は右図のとおりですので、お間違えのな　
　いようにお願いします。
�搬入時には付近住民の迷惑とならないように　
　時間を守り、徐行運転を行ってください。
�雪には絶対にゴミを混入しないでください。
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除
雪
時
に
は　

台
以
上
の
除
雪
機
械
が

６０

出
動
し
、
で
き
る
だ
け
短
時
間
で
３
０
０

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
路
確
保
に
努
め
て
い

ま
す
。
玄
関
先
に
置
か
れ
た
雪
に
大
変
苦

労
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
各

家
庭
で
の
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
家
庭
の
庭
先
に
あ
る
低
い
樹
木
や
塀

は
目
印
が
な
い
た
め
に
、
除
雪
や
排
雪
時

に
傷
を
付
け
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま

す
。
目
印
に
な
る「
ポ
ー
ル
」や「
赤
い
布
」

な
ど
を
表
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
道
路
際
の
置
物
や
壊
れ
や
す
い
物

は
、
安
全
な
場
所
に
移
動
す
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　

車
道
や
歩
道
に
雪
を
捨
て
る
と
、
道
路

が
狭
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
路
面
に
凹

凸
や
車
の
わ
だ
ち
が
で
き
て
交
通
事
故
の

原
因
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

雪
は
、
各
家
庭
の
敷
地
内
で
処
理
す
る

か
、
指
定
の
「
雪
堆
積
場
」
に
運
ん
で
く

だ
さ
い
。

　

歩
道
は
幅
も
狭
く
電
柱
な
ど
の
障
害
物

も
多
く
あ
り
除
雪
車
が
入
り
に
く
い
た
め

全
て
除
雪
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。

　

是
非
、
地
域
の
方
々
で
自
主
的
に
除
雪

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
ゴ
ミ
出
し
は

道
路
の
除
雪
後
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

除
雪
の
前
に
ゴ
ミ
が
あ
る
と
、
ゴ
ミ
を

寄
せ
た
り
片
付
け
た
り
し
な
が
ら
の
作
業

と
な
り
迅
速
な
除
雪
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
ゴ
ミ
が
雪
に
隠
れ
て
し
ま
う
と
、
排

雪
時
に
ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車
の
故
障
の
原

因
に
も
な
り
ま
す
。

　

川
へ
の
投
雪
は
、
春
先
の
融
雪
期
に
増

水
の
恐
れ
が
あ
り
大
変
危
険
で
す
。

　

私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
川
に

は
、
ゴ
ミ
や
雪
を
捨
て
な
い
よ
う
み
ん
な

で
川
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。　
　

　

夜
間
（
早
朝
）
の
路
上
駐
車
は
み
ん
な

の
迷
惑
で
す
。
特
に
道
路
幅
の
狭
い
場
所

で
は
、
た
っ
た
１
台
の
車
両
の
た
め
に
除

雪
車
が
立
ち
往
生
し
除
排
雪
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
迷
惑
駐
車
は
絶
対
に
や
め
ま

し
ょ
う
。
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未満で障害認定を受けている方。

���������	～当別町の

「老人医療費助成制度」が適用さ

れる68歳と69歳の住民税非課税世

帯の方。

�����～道の「老人医療費助

成制度」が適用される65歳から69

歳の方。

▼��　福祉課福祉係（「ゆとろ」

内・�２３－３０１９）　

　老人保健法などの対象になる方

が、次の表の要件に該当するとき

は、�����をお願いします。

��������～老人保健法が

適用される昭和7年9月30日以前に

生まれた方または、65歳以上75歳

��������　　　　　�������

14日以内

健康保険証など

①健康保険未加入者が健康保険に加入したとき
②他市町村から転入したとき
③健康保険が変わったとき
④健康保険の被保険者等が変わったとき

医療受給者証（健
康手帳）など

⑤氏名を変更したとき
⑥同じ市町村内で住所を変更したとき
⑦死亡したとき（死亡の届出義務者）

医療受給者証（健
康手帳）・健康保
険証など

⑧国保加入者が入院のため、他市町村の病
　院等に住所を変更したとき（居住地特例）

すみやかに

⑨居住地特例に該当しなくなったとき

医療受給者証（健
康手帳）など

⑩健康保険加入者でなくなったとき
⑪他市町村に転出するとき
⑫障害の状態に該当しなくなったとき
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▼���①65歳以上の方。

②60歳以上65歳未満の方で、心

臓・腎臓・呼吸器に重い障害（身

体障害者手帳1級程度）のある方。

▼����　����������

���まで接種できますができる

だけ年内に接種してください。町

内の医療機関に事前予約し、診察

後、接種可能と判断された場合

に、皮下注射を１回実施します。

▼���　����������

����������生活保護受給世

帯の方は料金が免除になりますの

で、「生活保護決定通知書」をお持

ちください。）

※町外の医療機関での接種を希望

の方はお問い合わせください。

▼���　福祉課保健サービス係

（「ゆとろ」内・�23－2346）
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　町では、安心して子供を生み育て、町民全てが心身ともに
健やかな生活を送るために、２つの計画づくりに各委員会が
取り組んでいます。委員会は、公開していますので傍聴する
ことができます。
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���　11月11日（木）19時～（2時間程度）
▼��　ゆとろ（西町）
▼��　基本理念と基本目標の検討
▼��　福祉部子育て担当（�２３－３０２４）
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���　11月22日（月）18時～（2時間程度）
▼��　ゆとろ（西町）
▼��　運動・身体活動について
▼��　福祉課保健サービス係（「ゆとろ」内・�２３－２３４６) 

　北海道高齢者総合相談センターでは、本

人や家族の悩みなど生活全般にわたる一般

相談と����������	
����

の4分野に関する専門相談を行っています。

　相談方法は、電話、来所、手紙、ＦＡＸな

どでお気軽にご相談ください。相談は無料

で秘密は厳守します。

▼���　月～金曜と第１・第３土曜 

　（祝日と年末年始を除く）

▼����　９時～１７時

  （専門相談は事前予約が必要）

▼���　同相談センター（札幌市中央区北

２条西７丁目「かでる２・７」内・�011－251

－2525/�011－251－6156/

Ｅ-mail：soudanka@dochoju.or.jp）
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�１６歳から６９歳までの健康な方。
�６５歳以上の方は、献血を経験
(60～６４歳）している方。

���������	������９時30分～10時30分
���������11時～13時
���������	
��14時～16時���������
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